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	聴聞続行（再開）通知書
記号及び番号
　　　　年　　月　　日
様
主宰者の職名
氏名　　　　　　　　㊞
　　　　年　　月　　日に　　　　　において行った聴聞を次のとおり続行する（再開する）ので、行政手続法第22条第2項本文（行政手続法第25条、において準用する同法第22条第2項本文、上小阿仁村行政手続条例第22条第2項本文、上小阿仁村行政手続条例第25条において準用する同条例第22条第2項本文）の規定により、通知します。

	
	聴聞の期日
	　　　　年　　　月　　　日　　　　時　　　　分
	

	
	聴聞の場所
	
	

	



